
「安心」して「働く」ためのルール
～使用者と労働者の約束事＝「労働契約」とは～

労働契約　
解説セミナー

等

令和５年度 厚生労働省委託事業
適切な労務管理のための労働契約等に関するルールの定着事業
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大学等及び研究開発法人の研究者、教員等
に対する労働契約法の特例について

労働契約法の改正により、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を
図ることを目的とした「無期転換ルール」が平成25年4月から導入されていますが、研究
開発能力の強化及び教育研究の活性化等の観点から「研究開発システムの改革の推進等に
よる研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の
任期に関する法律の一部を改正する法律」（平成25年法律第99号）が平成25年12月13日
に公布され、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換申込権発生
までの期間（原則）5年を10年とする特例が設けられました（平成２６年４月１日施行）

～ 無 期 転 換 申 込 権 発 生 ま で の 期 間 が 1 0 年 に ～

無期転換ルールの特例の基本的な仕組み

無期労働契約

１０年

←

締
結

←
更
新

１年
←

更
新

１年

←

更
新

１年

←

更
新

１年

←

更
新

１年

←

転
換

１年

申
込
み

【契約期間が１年の場合の例】
通常は、有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合に無期転換申込権が発生しますが、

特例の対象者については無期転換申込権発生までの期間が10年となります。

無期労働契約

１０年

←

更
新

１年

←

更
新

１年

←

更
新

１年

←

更
新

１年

←

更
新

１年

←

転
換

１年

申
込
み

【大学に在学中にTA（ティーチング・アシスタント）等として雇用されていた場合の例】
学生として大学に在学している間に、TA（ティーチング・アシスタント）、RA（リサーチ・アシ

スタント）等として大学等を設置する者等との間で有期労働契約を締結していた場合には、当該大学
に在学している期間は通算契約期間に算入されません。

１年 １年

通算契約期間には
カウントされません

学生期間

←

更
新

←

更
新

1

※ いずれの場合も、通算契約期間は、改正労働契約法の施行日である平成25年４月１日以降に開始
した有期労働契約から算定します。それより前に開始した有期労働契約は、通算契約期間の算定の
対象となりません。なお、平成25年４月１日以降に開始した有期労働契約を平成26年３月31日までの
間に更新し、通算契約期間が５年を超えることとなった場合には、本特例は適用されず、その時点で無
期転換申込権が発生します。
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特例の対象者について

① 研究者等※１であって大学等を設置する者又は研究開発法人との間で有期労働契約を締結し
たもの
※１ 科学技術※２に関する研究者及び技術者（研究開発の補助を行う人材を含む。）をいいます。
※２ 人文科学のみに係るものも含まれます。

② 研究開発等※３に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の
研究開発等に係る運営及び管理に係る業務（専門的な知識及び能力を必要とするものに限
る。）に従事する者であって大学等を設置する者又は研究開発法人との間で有期労働契約
を締結したもの
※３ 研究開発又は研究開発の成果の普及若しくは実用化をいいます。

③ 大学等、研究開発法人及び試験研究機関等以外の者が大学等、研究開発法人又は試験研
究機関等との協定その他の契約によりこれらと共同して行う研究開発等（以下「共同研究
開発等」という。）の業務に専ら従事する研究者等であって当該大学等、研究開発法人又
は試験研究機関等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの

④ 共同研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の
共同研究開発等に係る運営及び管理に係る業務（専門的な知識及び能力を必要とするもの
に限る。）に専ら従事する者であって当該共同研究開発等を行う大学等、研究開発法人及
び試験研究機関等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの

⑤ 大学の教員等の任期に関する法律（任期法）に基づく任期の定めがある労働契約を締結し
た教員等

※ 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律について
は、平成30年12月の法改正により、法律名が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（科技イノベ活性
化法）に変更されています。
※ ①～④は、科技イノベ活性化法第15条の２第1項、⑤については任期法第7条第１項に規定されています。
※ ⑤については、大学と有期労働契約を締結した教員等であっても、任期法に基づいて労働契約を締結した者以外は
対象となりません。

「大学等」とは、大学及び大学共同利用機関のことをいいます。

１．「大学等」の範囲

○大学共同利用機関法人人間文化研究機構
• 国立歴史民俗博物館
• 国文学研究資料館
• 国立国語研究所
• 国際日本文化研究センター
• 総合地球環境学研究所
• 国立民族学博物館

○大学共同利用機関法人自然科学研究機構
• 国立天文台
• 核融合科学研究所
• 基礎生物学研究所
• 生理学研究所
• 分子科学研究所

○大学共同利用機関法人高エネルギー
加速器研究機構

• 素粒子原子核研究所
• 物質構造科学研究所

○大学共同利用機関法人情報・システム
研究機構

• 国立極地研究所
• 国立情報学研究所
• 統計数理研究所
• 国立遺伝学研究所

※大学共同利用機関

2

（R3.4）

○ 科技イノベ活性化法第15条の２による特例の対象者と有期労働契約を締結する場合に
は、相手方が特例の対象者となる旨等を原則として書面により明示し、その内容を説明
すること等により、相手方がその旨を予め適切に了知できるようにするなど、適切な運
用をお願いいたします。

○ 特例の対象者のうち、③及び④の者についての特例は、事業者において雇用される者
のうち、研究開発能力の強化等の観点から特に限定して設けられたものであり、共同研
究等に「専ら従事する者」に限定されているものであることに留意する必要があります。

○ 国立大学法人、公立大学法人若しくは学校法人又は大学共同利用機関法人等は、今回
の改正法に係る就業規則及び任期に関する規則等の制定又は改正等を行うに当たっては、
労働関係法令及び任期法の規定に従う必要があります。また、大学等と有期労働契約を
締結した教員等であることをもって一律に特例の対象者となるものではないことに留意
する必要があります。

○ 本特例は、通算契約期間が10年に満たない場合に無期転換ができないこととするもの
ではありません。

○ 無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生す
る前に雇止めや契約期間中の解雇等を行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望まし
いものではありません。

特例の適用にあたって留意すべき事項

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

○ 「教員等」とは、国立大学法人、公立大学法人及び学校法人の設置する大学（短期
大学を含む。）の教員（教授、准教授、助教、講師及び助手）、大学共同利用機関法
人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人大学入試センターの
職員のうち専ら研究又は教育に従事する者です。教育研究の分野の分野を問わず、ま
た、常勤・非常勤の別にかかわらず対象となります。

○ 労働契約法第22条の規定により地方公務員は労働契約法の適用除外となっている
ことから、地方公務員の身分を有する公立大学法人化されていない公立大学の教員等
は、もともと労働契約法の適用対象となっておらず、特例の適用対象とはなりません。

４．任期法に基づく任期の定めがある労働契約を締結した教員等について

4

※ 任期法に基づき労働契約において任期を定める場合には、以下のいずれかに該
当することが必要であることに留意するとともに、あらかじめ当該大学に係る教
員の任期に関する規則を定め、任期を定めて任用することについて当該任用され
る者の同意を得るなど、適切に運用する必要があります。（任期法第4条、第5条）
¾先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研
究の分野又は方法の特性にかんがみ、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に
就けるとき。
¾助教の職に就けるとき。
¾大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。

文部科学省 高等教育局大学振興課、科学技術・学術政策局人材政策課
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無期労働契約に転換すると何が変わる？

○現在、あなたの会社で働いている有期社員が無期労働契約に転換することで次の２つのメリットが期
待されます。

「無期転換制度の導入」を、人事管理のあり方を
見直すきっかけとして捉えることが大切です

〇企業は、多様な人材の労働意欲と能力を高め、活用するための人事管理の仕組みを真剣に考えるべき
時期を迎えています。

〇その際、有期社員の処遇についても、従来のいわゆる「正社員」＊との関係を考慮して、その位置付け
を明確にすることも求められてきます。

○無期転換者と有期社員との間で、労働条件において契約期間以外に差がない場合には、いずれ処遇に
対する不公平感を生み出し、職場の一体感を損なう等の問題が発生するおそれもあります。

○今回の無期転換ルールへの対応を、持続的な人材戦略構築の好機として積極的に捉える視点を持つこ
とが大切です。

＊いわゆる「正社員」とは、契約期間の定めがなく、勤務地、職務、勤務時間がいずれも限定されていない正社員のこ
とをいいます。

意欲と能力のある労働力を安定的に
確保しやすくなる

［企業にとって］あなたの会社の実務や事情等に
精通する無期労働契約の社員を比較的容易に獲
得できる。

[労働者にとって］雇用の安定性に欠ける有期労
働契約から無期労働契約に転換することで、安
定的かつ意欲的に働くことができる。

長期的な人材活用戦略を
立てやすくなる

［企業にとって］有期労働契約から無期労働契約
に転換することで、長期的な視点に立って社員
育成を実施することが可能になる。

［労働者にとって］長期的なキャリア形成を図る
ことができる。

正規雇用労働者や多様な正社員等に転換すると支援が受けられます
 ⇒助成金の概要については、11ページをご参照ください。
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～まず、あなたの会社で働いている有期社員の現状を把握しましょう～
○あなたの会社には、通常の正社員以外にどのようなタイプ（契約社
員、アルバイトなど）の有期社員がどの程度いますか。

○有期社員の人数、職務内容、月や週の労働時間、契約期間、更新回数、
勤続年数（通算の契約期間）、今後の働き方やキャリアに対する考え、
無期転換申込権の発生時期などを把握しましょう。

STEP 1 有期社員の就労実態を調べる

STEP 1 有期社員の就労実態を調べる

STEP 2 社内の仕事を整理し、社員区分ごとに任せる仕事を考える

STEP 3 適用する労働条件を検討し、就業規則を作る

STEP 4 運用と改善を行う

ポイント
有期社員の定義や労働条
件が就業規則で明確に
なっているか、正社員の
就業規則と異なる定めを
する場合には有期社員に
適用される就業規則が明
確になっているかの確認
が必要です。

・無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込
権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨
に照らして望ましいものではありません。

・有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限な
どを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許され
ない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

・契約更新上限を設けた上で、クーリング期間を設定し、期
間経過後に再雇用を約束した上で雇止めを行うことなどは、
労働契約法の趣旨に照らして望ましいものとは言えません。
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基幹的

一時的

期
待
さ
れ
る
役
割

恒常的
業務の必要性補助的

有期社員
（高度）

無期社員が適している

など

有期社員
（一般）

無限定（いわゆる正社員）

職務限定

勤務地限定

時間限定（短時間勤務）

無期転換社員

例えば

～次に、有期社員の計画的な活かし方を考えましょう～

人材活用を戦略的に行いましょう
○人事管理は、人材活用戦略に基づいて実施されるものです。

○これまでは、一般に「正社員」とは、無期契約労働者を指すことが多く見られました。

○有期社員が無期転換した場合、従来の「正社員」と役割や責任を明確に区分しておかないと、トラブ
ルが発生するおそれがあります。

仕事の内容を分類する
○下の図は、業務の特性の違いに着目して、仕事をタイプ分けしたものです。

○基幹的な業務／補助的な業務（縦方向）と、業務の必要性が一時的／恒常的（横方向）の２つの観点
で分類すると、大きく３つのタイプに分けることができます。

○「業務の必要性」が一時的な仕事（左側）の場合は、（単発・短期であることから）任せる業務内容に
応じて、適した有期社員を活用することになります。

○「業務の必要性」が恒常的な仕事（右側）は、いわゆる「正社員」や雇用期間の定めのない無期転換
社員などの無期労働契約の社員が担うのが適切でしょう。

STEP 2 社内の仕事を整理し、社員区分ごとに任せる仕事を考える
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有期社員の転換後の役割を考える

○人材の有効活用という観点から、現在、あなたの会社で雇用する個々の有期社員の活
用方法を検討してみましょう。

○あなたの会社の有期社員一人ひとりをそれぞれどのように位置付け、活用していく
かを考える際の視点に役立ててください。

○無期への転換方法には、主に次の３タイプがあります。

〇無期労働契約の労働条件（賃金等）は、別段の定めがない限り、直
前の有期労働契約と同一となります。

○無期転換前と比べ、職務や処遇を変更する必要がない社員が対象です。

○労働条件を変更せず、期間の定めをなくす選択肢が考えられます。

〇子育てや介護と仕事の両立を図りたい社員や、特定職務の仕事を希
望する社員などが活躍できます。

○職務能力や職務内容はいわゆる「正社員」と同等でありながらも、
家庭の事情等から、転居・転勤を伴う異動が行えないために勤務地
に制約があったり、正社員と同じ時間だけ働くことができないよう
な社員が対象です。

○登用試験や面接などで的確に能力などを見極めた上で、「多様な正社
員」として処遇するという選択肢が考えられます。

①雇用期間の
変更

契約期間のみを変更する転換です。無期転換の申込みがなされると、有期労
働契約が無期労働契約となります。労働契約の中では、「契約期間」を「期間
の定めがないもの」とすることで足ります。なお、定年制を定めることは認
められます。

②多様な正社員
への転換

いわゆる「正社員」と比較して、勤務地や労働時間、職務などの労働条件に
制約を設けた正社員（「多様な正社員」）への転換です。
多様な正社員では、転勤がない、残業時間に制限を設けることなどで、働き
方に制約がある社員が働き続けやすいなどのメリットがあります。

〈検討の視点〉
・「多様な正社員」や、い
わゆる「正社員」との処
遇の差異とその根拠を明
らかにしましょう

〈検討の視点〉
以下の点を明らかにしま
しょう。
・「多様な正社員」の内容
（時間限定、勤務地限定、
職務限定…等）

・処遇、労働条件
・いわゆる「正社員」との
処遇の差異とその根拠

・これまでの有期社員との
処遇の差異とその根拠

・転換の要件（必要とする
能力等、試験の実施の有
無）
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〇キャリアアップを図り、中核労働力としてより会社に貢献したいと
考える社員が活躍できます。

○職務能力や職務内容がいわゆる「正社員」と同等の社員が対象です。

○登用試験や面接などで的確に能力などを見極めた上で、「正社員」と
して処遇するという選択肢が考えられます。

中長期的な登用の方法例
○すでに雇用している有期社員やこれから採用する有期社員を無期転換していく際に、前述①～③の３
タイプのいずれがふさわしいのかを、社員本人の意向等を踏まえつつ決定していくことと同時に、そ
の後の登用のあり方をあらかじめ想定していくことも大切です。

○以下では、それぞれのタイプの社員の中長期的な登用における考え方を示しています。各社の状況に
合わせて検討してください。

③正社員への転換 業務内容に制約がなく、入社後定年に達するまで勤務することを想定した、 
一般に「正社員」「総合職」等と呼ばれるいわゆる「正社員」への転換です。

〈検討の視点〉
以下の点を明らかにしま
しょう。
・転換の要件（必要とする
能力等、試験の実施の有
無）

・転換時の職位（既存の職
務等級表のどこに位置付
けるか）

有期社員の登用の考え方

正社員への転換
　有期社員から正社員へ直接登用
するほか、正社員候補であっても、
まずは多様な正社員として雇用し、
能力を発揮できることを確認した
上で、さらに正社員として登用する
という２段階のステップを踏むと登
用を円滑に行うことができます。

多様な正社員への転換
　初めは多様な正社員に起用しま
すが、一定の年限を経過した後に
要件を満たせば、正社員に転換で
きる道を用意しておくと、社員の
モチベーションを継続的に維持し、
高めることができます。

雇用期間の変更
　まずは雇用期間の限定性をなく
すことにとどまりますが、能力や意
欲が高まった場合など要件を満た
せば、多様な正社員や正社員に転
換できる道を用意しておくと、社
員のモチベーションを継続的に維
持し、高めることができます。

無
期
契
約

有
期
契
約

正社員

有期社員 有期社員 有期社員

多様な正社員 無期転換社員多様な正社員



"��#2:"h.#6F@UWU�
����
	�������
	�������

"

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T?�¹İ͌ſ͊ǭ͇Ǡ+]M�ĄÝǶ¼ǣɡL���,ŇǪ5`T9�Ȳǰ˫ǋ���,̈ɂ5

`_ĄÝʞ,'_ŃĥM�v��wJũƚF-_\(J®ûJȩÙ7E*-T7[(͂ˍ7/M

p13�14�͛133͜160cĘȵ7E/@5'�̓�  

STEP 3 適用する労働条件を検討し、就業規則を作る

～無期転換時に適用される就業規則等を整備しましょう～

○長期的視点に立つ場合、有期社員と労働条件が同一の無期契約労働者が増加する可能性があるため、
雇用形態・労働条件を含めて、導入前に検討することが望ましいです。

○また、すでに「多様な正社員」の仕組みがある場合は、企業がすでに転換の仕組みを持っているのか、
新たに作るのか、新しい制度の対象を誰にするのか（有期社員の無期転換後の受け皿として設けた新
たな雇用区分を、新規採用区分として設けるのか等）を含めて検討しましょう。

○無期転換者用の就業規則を作成した場合には、これらの規程の対象となる社員を、正社員の就業規則
の対象から除外しておく必要があるので、正社員の就業規則の見直しも検討しましょう。

○なお、無期転換者と正社員の仕事内容や責任の範
囲、労働条件などに差異がないにもかかわらず、
処遇や評価に差異がある場合、妥当性や社員の納
得性に留意した処遇や評価制度にすることが求め
られます。

就業規則

STEP 4 運用と改善を行う

～密なコミュニケーションが円滑な実施につながります～

○無期転換をスムーズに進める上で大切なのは、制度の設計段階から労使のコミュニケ―ションを密に
取ることです。

○労働組合との協議を行うことや、労働組合がない場合は労働者の過半数代表など、社員との協議を行
う場を持ち、労使双方に納得性のあるものを作っていくことが、導入・運用をスムーズに運ばせるこ
とにつながります。

○また、無期転換申込権について、労働者に対して事前に説明をすることが望ましいです。

○なお、有期労働契約から無期労働契約への転換時には、勤務地の限定性がなくなったり、時間外労働
が発生したりするなど、働き方に変化が生じる場合があります。

○このようなとき、社員側から不満や反発が出ることのないよう、丁寧な説明を心がけるとともに、円
滑に転換が行われているかを把握し、必要に応じて改善を行うことが望まれます。
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ŵĴ 6"ó@Ş�ÃóŜĸ6"[ãŚUŕŅ¨/śø�ŚqőœŖŜĸŏŬů¹ÃŌūňŘ

ŃĽœŖŜřũřľĹĴ
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ĵ6"[ãś)dśÁāś�ĚĶĴ

ÜN¡Ĵ �ÃóŜĸ6"óŚ�ÔŌū6"¡�@Ş6"[ãś)dŚŔľŖĸ6"óś

Áāů³ťūŨĿŚŌūŦśŘŌūĹĴ

ŲĴ 6"ó@Ş�ÃóŜĸ6"[ãś)dĵ�ħś`ťśĽū6"[ãŚĨŌūıůH

ŤĹĶŚŔľŖĸŗńūīŪ�İŚŨŪÒąŌūŦśŘŌūĹĴ

Ĵ

ĵ6"óś_%şśĥ�ĶĴ

Ü�¡Ĵ �ÃóŜĸ6"[ãŚ�ľĸ6"óŃŏśÂJĸē�Ýś_%ůÒ�ŊŔŔ6

"ŌūňŘŃŗńūŨĿĸyûřĥ�ůŌūŦśŘŌūĹĴ

Ĵ

Ü�ÛĴ 6"[ãś�Ú@ŞX�Ĵ

ĵ6"[ãś�ÚĶĴ

Ü(¡Ĵ 6"[ãŜĸ6"óŃ�ÃóŚ�ÃŉŬŖ6"Ŋĸ�ÃóŃňŬŚeŊŖĎĦů

��ĿňŘŚŔľŖĸ6"ó@Ş�ÃóŃE�ŌūňŘŚŨœŖ�ÚŌūĹĴ

Ü�¡Ĵ 6"ó@Ş�ÃóŃ6"[ãůìçŌūVEŚŁľŖĸ�ÃóŃEÁÊř6"

¡�Ń`ťũŬŖľūg¦ý1ů6"óŚIÐŉŎŖľőVEŚŜĸ6"[ãś)d

Ŝĸŏśg¦ý1ŗ`ťū6"¡�ŚŨūŦśŘŌūĹőŒŊĸ6"[ãŚŁľŖĸ6"

ó@Ş�ÃóŃg¦ý1ś)dŘÇřū6"¡�ůE�ŊŖľőĤ,ŚŔľŖŜĸÜ

:�¡ŚĄqŌūVEůĬńĸňśīŪŗřľĹĴ

Ĵ

ĵ6"[ãś)dśX�ĶĴ

Ü&¡Ĵ 6"ó@Ş�ÃóŜĸŏśE�ŚŨŪĸ6"[ãś)dŗĽū6"¡�ůX�

ŌūňŘŃŗńūĹĴ

Ĵ

ĵg¦ý1ŚŨū6"[ãś)dśX�ĶĴ

Ü�¡Ĵ �ÃóŜĸ6"óŘE�ŌūňŘřŅĸg¦ý1ůX�ŌūňŘŚŨŪĸ6"óś

�/ËŚ6"[ãś)dŗĽū6"¡�ůX�ŌūňŘŜŗńřľĹőŒŊĸª¡śV

EŜĸňśīŪŗřľĹĴ

Ü:¡Ĵ �ÃóŃg¦ý1śX�ŚŨŪ6"¡�ůX�ŌūVEŚŁľŖĸX�uśg

¦ý1ů6"óŚIÐŉŎĸłŔĸg¦ý1śX�Ńĸ6"óśBņū�/ËśØ

nĸ6"¡�śX�śyû}ĸX�uśg¦ý1ś)dśÎq}ĸ6"åEÝŘś�

´ś¿¯ŏś�śg¦ý1śX�Ś�ū~Ś½ũŊŖEÁÊřŦśŗĽūŘńŜĸ

6"[ãś)dŗĽū6"¡�ŜĸqĄX�uśg¦ý1Ś`ťūŘňŭŚŨūŦś

ŘŌūĹőŒŊĸ6"[ãŚŁľŖĸ6"ó@Ş�ÃóŃg¦ý1śX�ŚŨœŖŜX

�ŉŬřľ6"¡�ŘŊŖE�ŊŖľőĤ,ŚŔľŖŜĸÜ:�¡ŚĄqŌūVEůĬ

ńĸňśīŪŗřľĹĴ

Ĵ

ĵg¦ý1śX�Ś�ū�êĶĴ

Ü:�¡Ĵ g¦ý1śX�ś�êŚĨŊŖŜĸ6"U¶°ĵ�K�:�l°tÜN:�

CĶÜ&:�¡@ŞÜ�:¡ś`ťūŘňŭŚŨūĹĴ

Ĵ Ĵ
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ĵg¦ý1ğAś6"[ãĶĴ

Ü:�¡Ĵ g¦ý1ŗ`ťūU¶ŚĞŊřľ6"¡�ů`ťū6"[ãŜĸŏśĤ,Ś

ŔľŖŜĸ¼7ŘŌūĹňśVEŚŁľŖĸ¼7ŘřœőĤ,Ŝĸg¦ý1ŗ`ťūU¶

ŚŨūĹĴ

Ĵ

ĵ°�@Ş6";ãŘg¦ý1ŘśĨ�ĶĴ

Ü:�¡Ĵ g¦ý1Ń°�?Ŝ6";ãŚAŌūVEŚŜĸqĄAŌūĤ,ŚŔľŖ

ŜĸÜ�¡ĸÜ:¡@Ş3¡śý`ŜĸqĄ°�?Ŝ6";ãśġÃůBņū6"ó

Řśħś6"[ãŚŔľŖŜĸġÃŊřľĹĴ

Ĵ

Ü�ÛĴ 6"[ãśéê@Şä�Ĵ

ĵ+GĶĴ

Ü:N¡Ĵ �ÃóŃ6"óŚ+GůJōūňŘŃŗńūVEŚŁľŖĸqĄ+GśJ�

Ńĸŏśyû}ĸeČ6"óśģ`Ś�ū~ŏś�ś~Ś½ũŊŖĸŏś¨/ů

¹ÃŊőŦśŘąťũŬūVEŚŜĸqĄJ�Ŝĸ¼7ŘŌūĹĴ

Ĵ

ĵ��ĶĴ

Ü:�¡Ĵ �ÃóŃ6"óů��ŌūňŘŃŗńūVEŚŁľŖĸqĄ��ŃĸqĄ��

Ś�ū6"óśø»ś}Đ@Ş�§ŏś�ś~Ś½ũŊŖĸbĀÊŚEÁÊřÁÅ

ů©ńĸÕ�Ę{�ÎqŗĽūŘąťũŬřľVEŜĸŏś¨/ů¹ÃŊőŦśŘŊŖĸ

qĄ��Ŝĸ¼7ŘŌūĹĴ

Ĵ

ĵāĮĶĴ

Ü:(¡Ĵ āĮŜĸbĀÊŚEÁÊřÁÅů©ńĸÕ�Ę{�ÎqŗĽūŘąťũŬřľ

VEŜĸŏś¨/ů¹ÃŊőŦśŘŊŖĸ¼7ŘŌūĹĴ

Ĵ

ÜNÛĴ �ħś`ťśĽū6"[ãĴ

ĵ[ã�ħ�śāĮÝĶĴ

Ü:�¡Ĵ �ÃóŜĸ�ħś`ťśĽū6"[ãĵ��ňśÛŚŁľŖĻ��6"[ãļŘ

ľĿĹĶŚŔľŖĸŧŤůwřľÅŃĽūVEŗřņŬŝĸŏś[ã�ħŃµ�ŌūŢ

ŗśħŚŁľŖĸ6"óůāĮŌūňŘŃŗńřľĹĴ

ŲĴ �ÃóŜĸ��6"[ãŚŔľŖĸŏś��6"[ãŚŨŪ6"óů�ÃŌūÌÊŚ

½ũŊŖĸyû��ŚÑľ�ħů`ťūňŘŚŨŪĸŏś��6"[ãůAxŊŖ��

ŌūňŘśřľŨĿĥ�ŊřņŬŝřũřľĹĴ

ĵk�N°�(Ű�Ĥ�¬ĶĴ

Ĵ

ĵ��6"[ãś�ħś`ťśřľ6"[ãşśĔ�ĶĴ

Ü:&¡Ĵ F�ś�ÃóŘśħŗìçŉŬő���ś��6"[ãĵ[ã�ħś\�ś

0¢3śŦśůĬŅĹ��ňś¡ŚŁľŖFŋĹĶś[ã�ħůĘßŊő�ħĵªıŚŁ

ľŖĻĘß[ã�ħļŘľĿĹĶŃ�lůĒŀū6"óŃĸqĄ�ÃóŚeŊĸÀŚìçŊ

Ŗľū��6"[ãś[ã�ħŃµ�Ōū�ŢŗśħŚĸqĄµ�Ōū�śñ�łũ

69Ń��ŉŬū�ħś`ťśřľ6"[ãśìçśÆĕţůŊőŘńŜĸ�ÃóŜ



3 A�

120 

qĄÆĕţů�ĈŊőŦśŘţřŌĹňśVEŚŁľŖĸqĄÆĕţŚ�ū�ħś`ť

śřľ6"[ãś)dŗĽū6"¡�ŜĸÀŚìçŊŖľū��6"[ãś)dŗĽ

ū6"¡�ĵ[ã�ħůĬŅĹĶŘF�ś6"¡�ĵqĄ6"¡�ĵ[ã�ħůĬŅĹĶŚŔ

ľŖ.ś`ťŃĽūĤ,ůĬŅĹĶŘŌūĹĴ

ŲĴ qĄ�ÃóŘśħŗìçŉŬő�ś��6"[ãś[ã�ħŃµ�Ŋő�ŘqĄ�

ÃóŘśħŗìçŉŬőŏśªś��6"[ãś[ã�ħś-�ŘśħŚňŬũś[

ã�ħśľōŬŚŦHŢŬřľ�ħĵňŬũś[ã�ħŃęêŌūŘąťũŬūŦśŘ

ŊŖ<Â6"Ï�ŗ`ťūU¶ŚĄqŌūVEśqĄľōŬŚŦHŢŬřľ�ħůĬ

ŅĹ��ňśıŚŁľŖĻÙÈ�ħļŘľĿĹĶŃĽŪĸqĄÙÈ�ħŃ(�ĵqĄÙÈ�

ħśÍ3Śµ�Ŋő�ś��6"[ãś[ã�ħĵqĄ�ś��6"[ãůHŤ�

��ś��6"[ãś[ã�ħśħŚÙÈ�ħŃřľŘńŜĸqĄ���ś��6

"[ãś[ã�ħůĘßŊő�ħĹ��ňśıŚŁľŖFŋĹĶŃ�lŚµőřľVE

ŚĽœŖŜĸqĄ�ś��6"[ãś[ã�ħŚ�,ś�ů
ŋŖwő�ħůUÓŘ

ŊŖ<Â6"Ï�ŗ`ťū�ħĶ��ŗĽūŘńŜĸqĄÙÈ�ħ3Śµ�Ŋő��6

"[ãś[ã�ħŜĸĘß[ã�ħŚß$ŊřľĹĴ

ĵk�N°�(ŰĖ5ĶĴ

Ĵ

ĵ��6"[ãś��ÝĶĴ

Ü:�¡Ĵ ��6"[ãŗĽœŖªśDCśľōŬłŚĄqŌūŦśś[ã�ħŃµ�

Ōū�ŢŗśħŚ6"óŃqĄ��6"[ãś��śÆĕţůŊőVE?ŜqĄ[

ã�ħśµ�uě¸řŅ��6"[ãśìçśÆĕţůŊőVEŗĽœŖĸ�ÃóŃ

qĄÆĕţů�èŌūňŘŃĸbĀÊŚEÁÊřÁÅů©ńĸÕ�Ę{�ÎqŗĽūŘ

ąťũŬřľŘńŜĸ�ÃóŜĸv3ś��6"[ãś)dŗĽū6"¡�ŘF�ś

6"¡�ŗqĄÆĕţů�ĈŊőŦśŘţřŌĹĴ

�Ĵ qĄ��6"[ãŃĝ>ŚAxŊŖ��ŉŬőňŘŃĽūŦśŗĽœŖĸŏś[ã�

ħśµ��ŚqĄ��6"[ãů��ŊřľňŘŚŨŪqĄ��6"[ãůä�ŉŎ

ūňŘŃĸ�ħś`ťśřľ6"[ãůìçŊŖľū6"óŚāĮś�|úÔůŌūň

ŘŚŨŪqĄ�ħś`ťśřľ6"[ãůä�ŉŎūňŘŘÕ�Ę{�FþŗńūŘą

ťũŬūňŘĹĴ

�Ĵ qĄ6"óŚŁľŖqĄ��6"[ãś[ã�ħśµ��ŚqĄ��6"[ãŃ

��ŉŬūŦśŘ�sŌūňŘŚŔľŖEÁÊřÁÅŃĽūŦśŗĽūŘąťũŬūň

ŘĹĴ

ĵk�N°�(ŰĖ5Ű�Ü:&¡í�ĶĴ

Ĵ

ĵ�ħś`ťŃĽūňŘŚŨū�EÁř6"¡�śÖ«ĶĴ

Ü�:¡Ĵ ��6"[ãůìçŊŖľū6"óś6"[ãś)dŗĽū6"¡�Ńĸ�

ħś`ťŃĽūňŘŚŨŪF�ś�ÃóŘ�ħś`ťśřľ6"[ãůìçŊŖľū

6"óś6"[ãś)dŗĽū6"¡�ŘÎğŌūVEŚŁľŖŜĸqĄ6"¡�ś

ÎğŜĸ6"óś¦9ś)d@ŞqĄ¦9Ś�Ŀč�śØnĵ��ňś¡ŚŁľŖĻô

9ś)dļŘľĿĹĶĸqĄô9ś)d@ŞĥîśX�śâPŏś�ś~ůò�ŊŖĸ

�EÁŘąťũŬūŦśŗĽœŖŜřũřľĹĴ

ĵk�N°�(ŰĖ5ĶĴ
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Ü�ÛĴ į1Ĵ

ĵ÷LŚĨŌū¾�ĶĴ

Ü�:¡Ü�:�¡Ĵ Ü:�¡@Ş3Ûśý`Ŝĸ÷L°ĵ�K�:�l°tÜÉCĶś

ġÃůBņū÷LĵªıŚŁľŖĻ÷LļŘľĿĹĶŚĨŊŖŜĸġÃŊřľĹĴ

ŲĴ ÷LŚĨŊŖŜĸÜ�¡�ĻÜ:�¡ļŘĽūśŜĻ÷L°ĵ�K�:�l°tÜÉCĶ

ÜÉ¡ļŘĸÜ:¡�ĻÜ:�¡ļŘĽūśŜĻ÷L°ÜÉ¡ļŘĸÜ:�¡�Ļ6"U¶

°ĵ�K�:�l°tÜN:�CĶÜ&:�¡@ŞÜ�:¡ļŘĽūśŜĻ÷L°Ü�

:�¡@ŞÜ�:&¡ļŘĸÜ:�¡�Ļ3¡ļŘĽūśŜĻ÷L°ÜÉ¡ļŘŌūĹĴ

ĵk�N°�(Ű�Ü:&¡í�Ű�Ü:�¡í�Ű�Ĥ�¬ĸk�ĺ°��Ű�Ü�:

�¡í�ĶĴ

Ĵ

ĵġÃĬYĶĴ

Ü�:�¡Ü�:�¡Ĵ ňś°tŜĸRc'9L@ŞS�'9LŚŔľŖŜĸġÃŊř

ľĹĴ

ŲĴ ňś°tŜĸ�ÃóŃFhśÿ�śţů�ÃŌūVEś6"[ãŚŔľŖŜĸġÃŊ

řľĹĴ

ĵk�N°�(Ű�Ü:�¡í�Ű�Ü�:¡í�ĸk�ĺ°��Ű�Ü�:�¡í�ĶĴ

ĪĴ 1Ĵ �Ĵ

Ĵ

ĵ�ø��ĶĴ

Ü�¡Ĵ ňś°tŜĸ'jś�łũđßŊŖ��ůĒŀřľâP)ŚŁľŖ��ŗ`ťū

�łũ�øŌūĹĴ

ĵk��ĺl��Ü�ĺCŗk��ĺl����łũ�øĶĴ

ĪĴ 1Ĵ ĵk��Nl&��ĺ�°tÜ�(CĶĴ

ĵ�ø��ĶĴ

űĴ ňś°tŜĸ'jś�łũ�øŌūĹőŒŊĸÜ�¡�ŞŚªı@ŞĪ1Ü�ıś

ý`Ŝĸ'jś�łũđßŊŖ�lůĒŀřľâP)ŚŁľŖ��ŗ`ťū�łũ

�øŌūĹĴ

ĵk��Nl��Ü�(�Cŗk���lN���łũ�øĶĴ

Ĵ

ĵæĝ�îĶĴ

ŲĴ Ü�¡śý`ŚŨū�¬uś6"[ã°ĵ��Ļ�6"[ã°ļŘľĿĹĶÜ:&¡śý

`Ŝĸ3ıőŒŊ�Śý`Ōūý`ś�øś��uś�ů[ã�ħś-�ŘŌū�ħ

ś`ťśĽū6"[ãŚŔľŖġÃŊĸFıőŒŊ�Śý`Ōūý`ś�øś�3ś

�Ń-�ŗĽū�ħś`ťśĽū6"[ãś[ã�ħŜĸF¡Ü�ıŚý`ŌūĘ

ß[ã�ħŚŜĸß$ŊřľĹĴ

Ĵ

ĵ¥ĂĶĴ

ųĴ �mŜĸĪ1Ü�ıőŒŊ�Śý`Ōūý`ś�øu&lůæĝŊőVEŚŁľŖĸ

�6"[ã°Ü:&¡śý`ŚŔľŖĸŏś�øś¿¯ů8¤ŊŔŔ¥Ăů5ŀĸy

ûŃĽūŘąťūŘńŜĸŏśç£ŚUŕľŖyûř�îůĉōūŦśŘŌūĹĴ

ĪĴ 1Ĵ ĵk��ĺl��(�°tÜ��CĶĴ �Ĵ Ĵ
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ĵ�ø��ĶĴ

Ü�¡Ĵ ňś°tŜĸk��:�lN���łũ�øŌūĹőŒŊĸªśDCŚ�Ňūý

`ŜĸqĄDCŚ`ťū�łũ�øŌūĹĴ

�Ĵ Ü�¡śý`�ŞŚĪ1Ü�¡Ü�ıĸÜ&¡Ü�ıĸÜ:N¡@ŞÜ:�¡śý

`ĸĪ1Ü:&¡�Õ��ĭ69W°ĵ�KN:�l°tÜ&:�CĶ.úÜ�Ü:

&Cś�¬ý`ĸĪ1Ü:�¡�ĲlĳóÝśĮÃś_`ÝŚĨŌū°tĵ�KN:

(l°tÜ(:&CĶÜ�:&¡@ŞÜ�:&¡Ü�ıś�¬ý`ĸĪ1Ü�:¡

�pă6"óśĮÃś�MÝŚĨŌū°tĵ�K�:�l°tÜ�:�CĶÜ�:¡

Ü�ıś�¬ý`ĸĪ1Ü�:�¡śý`ĸĪ1Ü�:&¡�<Â6"Ïăî°ĵk

�:�l°tÜ�:�CĶÜN¡Ü�ıÜ�:�Cś�¬ý`@ŞF°Ü�¡Ü�

ıÜNCś�¬ý`ĵĻĵk�:l°tÜN:(CĶļś�ŚĻĸ6"�ÞśëEÊř�

Ě�ŞŚ6"óśĮÃś_`@Şô¦Â±ś#aÝŚĨŌū°tļů5ŀūĤ,Śī

ūĹĶ�ŞŚĪ1Ü�:¡śý`Ĵ 'jś�Ĵ

�Ĵ Ü�¡śý`ĵ6"ó²Ġ°ÜN:N¡łũÜN:(¡Ţŗś�¬ý`ůĬŅĹĶ�

ŞŚÜ�¡@ŞÜ&¡śý`�ŞŚĪ1Ü(¡ĸÜ�¡Ü�ıĸÜ&¡Ü�ıĸÜ�

¡ĸÜ:�¡ĸÜ:�¡@ŞÜ:�¡śý`ĸĪ1Ü:&¡ĵ3CŚ�Ňūý`ůĬ

ŅĹĶśý`ĸĪ1Ü:�¡ĵ3CŚ�Ňūý`ůĬŅĹĶśý`ĸĪ1Ü�:¡ĵ3CŚ�

Ňūý`ůĬŅĹĶśý`ĸĪ1Ü�:�¡ĸÜ�:�¡@ŞÜ�:(¡śý`�ŞŚ

Ī1Ü�:&¡ĵ3CŚ�Ňūý`ůĬŅĹĶśý`Ĵ �K�lN���Ĵ

ĵ��°�NŰ�Ĥ�¬ĶĴ

Ĵ

ĵÑ�ħŰ��ĮÃ6"°śġÃŚĨŌūæĝ�îĶĴ

Ü:�¡Ĵ �f¦	ŚŔľŖŜĸ�K�l���:��ŢŗśħĸÜ�¡śý`ŚŨ

ū�¬uśÑ�ħ6"ó@Ş��ĮÃ6"óśĮÃàÁś�MÝŚĨŌū°tĵ�

�ňś¡ŚŁľŖĻÑ�ħŰ��ĮÃ6"°ļŘľĿĹĶÜ�¡Ü�ıĸÜ�¡ĸÜ�ÛÜ

�áĵÜ:�¡@ŞÜ:&¡Ü�ıůĬŅĹĶ@ŞÜNÛĵÜ�:(¡@ŞÜ�:�¡

ůĬŅĹĶśý`ŜĸġÃŊřľĹňśVEŚŁľŖĸÜ�¡śý`ŚŨū�¬3śÑ�

ħ6"óśĮÃàÁś�MÝŚĨŌū°tÜ�¡ĸÜ�¡ĸÜ�ÛÜ�áĵÜ:�¡

@ŞÜ:&¡Ü�ıůĬŅĹĶ@ŞÜNÛĵÜ�:(¡@ŞÜ�:�¡ůĬŅĹĶśý`

�ŞŚÜ&¡śý`ŚŨū�¬3ś6"[ã°Ü�:¡śý`ŜĸřŁŏś74ů

�ŌūĹĴ

ĵ��°�NŰ�Ĥ�¬ĶĴ

Ĵ

ĵ¥ĂĶĴ

Ü:�¡Ĵ Ĵ

ųĴ �mŜĸ3�ıŚ`ťūıśšłĸňś°tś�øu�lůÌėŘŊŖĸňś°t

ŚŨū�¬uśŏŬŐŬś°tĵ��ňśıŚŁľŖĻ�¬uśD°tļŘľĿĹĶśý

`ŚŔľŖĸ6"óŘ�Ãóś;Ċś�ĚÝůĘŋŖĸ�ŘÂ±śćKĸ6"¡�

ś�MĸĮÃr�?Ŝg¦r�śÇřū6"óśħśTùśŘŬősĜśÒ�ŏś
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（一般労働者用；常用、有期雇用型） 

労働条件通知書 

                                                                年  月  日 

          殿 

事業場名称・所在地 

使 用 者 職 氏 名 

契約期間 期間の定めなし、期間の定めあり（  年  月  日～  年  月  日） 
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入 
１ 契約の更新の有無 

 [自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（   ）] 

２ 契約の更新は次により判断する。 

  ・契約期間満了時の業務量   ・勤務成績、態度    ・能力 
  ・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況 

・その他（                              ） 

【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】 
無期転換申込権が発生しない期間： Ⅰ（高度専門）・Ⅱ（定年後の高齢者） 
Ⅰ 特定有期業務の開始から完了までの期間（   年  か月（上限 10 年）） 
Ⅱ 定年後引き続いて雇用されている期間 

就業の場所  

従事すべき 

業務の内容 

 
 

 
【有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合】 
・特定有期業務（             開始日：    完了日：    ） 

始業、終業の

時刻、休憩時

間、就業時転

換((1)～(5)
のうち該当す 

るもの一つに

○を付けるこ

と。)、所定時

間外労働の有

無に関する事

項 

１ 始業・終業の時刻等 

 (1) 始業（   時   分） 終業（   時   分） 

 【以下のような制度が労働者に適用される場合】 

 (2) 変形労働時間制等；（  ）単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間の

組み合わせによる。 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

  (3) ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。 

（ただし、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾑ（始業） 時 分から  時 分、 
（終業） 時 分から  時 分、 

                     ｺｱﾀｲﾑ         時 分から  時 分） 

 (4) 事業場外みなし労働時間制；始業（ 時 分）終業（ 時 分） 

 (5) 裁量労働制；始業（ 時 分） 終業（ 時 分）を基本とし、労働者の決定に委ね

る。 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条、第 条～第 条 

２ 休憩時間（  ）分 

３ 所定時間外労働の有無（ 有 ， 無 ） 

休   日 ・定例日；毎週  曜日、国民の祝日、その他（         ） 
・非定例日；週・月当たり  日、その他（          ） 
・１年単位の変形労働時間制の場合－年間  日 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

休   暇 １ 年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合→     日 
         継続勤務６か月以内の年次有給休暇 （有・無） 
         → か月経過で  日 
         時間単位年休（有・無） 
２ 代替休暇（有・無） 
３ その他の休暇 有給（          ） 
         無給（          ） 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

（次頁に続く） 

 ����$	�����������!��"�������
�����

�#��� 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/  

roudoukijunkankei.html 
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賃   金 １ 基本賃金 イ 月給（     円）、ロ 日給（     円） 

       ハ 時間給（    円）、 

       ニ 出来高給（基本単価    円、保障給    円） 

       ホ その他（     円） 

       ヘ 就業規則に規定されている賃金等級等 

 
 
２ 諸手当の額又は計算方法 

  イ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ロ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

    ハ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ニ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

    イ 所定時間外、法定超 月６０時間以内（   ）％ 

              月６０時間超 （   ）％ 

          所定超 （   ）％ 

  ロ 休日 法定休日（   ）％、法定外休日（   ）％ 

  ハ 深夜（   ）％ 

４ 賃金締切日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

５ 賃金支払日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

６ 賃金の支払方法（            ） 

 ７ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（   ）） 

８ 昇給（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

９ 賞与（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

10 退職金（ 有（時期、金額等        ） ， 無 ） 

 

 

退職に関す 

る事項 

１ 定年制 （ 有 （  歳） ， 無 ） 

２ 継続雇用制度（ 有（  歳まで） ， 無 ） 
３ 自己都合退職の手続（退職する  日以上前に届け出ること） 

４ 解雇の事由及び手続 

 

 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

そ の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 厚生年金基金 その他（    ）） 

・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ） 
・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 
  部署名       担当者職氏名        （連絡先         ） 

・その他 
 
 
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。 
  
 労働契約法第18条の規定により、有期労働契約（平成25年4月1日以降に開始するも

の）の契約期間が通算５年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者か

ら申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない

労働契約に転換されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合

は、この「５年」という期間は、本通知書の「契約期間」欄に明示したとおりとなり

ます。 

 

※ 以上のほかは、当社就業規則による。 

※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。 
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【記載要領】 

１．労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成し、本人

に交付すること。 

交付の方法については、書面による交付のほか、労働者が希望する場合には、ファクシ

ミリを利用する送信の方法、電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝

達するために用いられる電気通信の送信の方法（出力して書面を作成できるものに限る）

によっても明示することができる。 

２．各欄において複数項目の一つを選択する場合には、該当項目に○をつけること。 

３．破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付により明示することが労働基準法

により義務付けられている事項であること。また、退職金に関する事項、臨時に支払わ

れる賃金等に関する事項、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に

関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表

彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項については、当該事項を制度として設けて

いる場合には口頭又は書面により明示する義務があること。 

４．労働契約期間については、労働基準法に定める範囲内とすること。 

また、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合には、契約の更新の有無

及び更新する場合又はしない場合の判断の基準（複数可）を明示すること。  
（参考） 労働契約法第１８条第１項の規定により、期間の定めがある労働契約の契約

期間が通算５年を超えるときは、労働者が申込みをすることにより、期間の定

めのない労働契約に転換されるものであること。この申込みの権利は契約期間

の満了日まで行使できること。  
５．「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、雇入れ直後のものを記

載することで足りるが、将来の就業場所や従事させる業務を併せ網羅的に明示すること

は差し支えないこと。 

  また、有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合は、同法に基づき認

定を受けた第一種計画に記載している特定有期業務（専門的知識等を必要とし、５年を

超える一定の期間内に完了することが予定されている業務）の内容並びに開始日及び完

了日も併せて記載すること。なお、特定有期業務の開始日及び完了日は、「契約期間」

の欄に記載する有期労働契約の開始日及び終了日とは必ずしも一致しないものであるこ

と。 

６．「始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定時間外労働の有無に関する事項」の

欄については、当該労働者に適用される具体的な条件を明示すること。また、変形労働

時間制、フレックスタイム制、裁量労働制等の適用がある場合には、次に留意して記載

すること。 

・変形労働時間制：適用する変形労働時間制の種類（１年単位、１か月単位等）を記載

すること。その際、交替制でない場合、「・交替制」を＝で抹消して

おくこと。 

・ フレックスタイム制：コアタイム又はフレキシブルタイムがある場合はその時間帯の

開始及び終了の時刻を記載すること。コアタイム及びフレキシブ

ルタイムがない場合、かっこ書きを＝で抹消しておくこと。 

・事業場外みなし労働時間制：所定の始業及び終業の時刻を記載すること。 

・裁量労働制：基本とする始業・終業時刻がない場合、「始業··········を基本とし、」の

部分を＝で抹消しておくこと。 

・交替制：シフト毎の始業・終業の時刻を記載すること。また、変形労働時間制でない

場合、「（  ）単位の変形労働時間制・」を＝で抹消しておくこと。 

７．「休日」の欄については、所定休日について曜日又は日を特定して記載すること。 
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８．「休暇」の欄については、年次有給休暇は６か月間勤続勤務し、その間の出勤率が８割

以上であるときに与えるものであり、その付与日数を記載すること。時間単位年休は、

労使協定を締結し、時間単位の年次有給休暇を付与するものであり、その制度の有無を

記載すること。代替休暇は、労使協定を締結し、法定超えとなる所定時間外労働が１箇

月６０時間を超える場合に、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払に代えて有給

の休暇を与えるものであり、その制度の有無を記載すること。 

また、その他の休暇については、制度がある場合に有給、無給別に休暇の種類、日数

（期間等）を記載すること。 

９．前記６、７及び８については、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合において

は、所定時間外労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時

刻、休日等に関する考え方を示した上、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項

名を網羅的に示すことで足りるものであること。 

10．「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。ただし、就業

規則に規定されている賃金等級等により賃金額を確定し得る場合、当該等級等を明確に

示すことで足りるものであること。 

・ 法定超えとなる所定時間外労働については２割５分、法定超えとなる所定時間外労

働が１箇月６０時間を超える場合については５割、法定休日労働については３割５分、

深夜労働については２割５分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる場合

については５割、法定超えとなる所定時間外労働が１箇月６０時間を超え、かつ、深

夜労働となる場合については７割５分、法定休日労働が深夜労働となる場合について

は６割以上の割増率とすること。 

・ 破線内の事項は、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。 

11．「退職に関する事項」の欄については、退職の事由及び手続、解雇の事由等を具体的に

記載すること。この場合、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、

当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであ

ること。 

（参考） なお、定年制を設ける場合は、６０歳を下回ってはならないこと。 
また、６５歳未満の定年の定めをしている場合は，高年齢者の６５歳までの

安定した雇用を確保するため，次の①から③のいずれかの措置（高年齢者雇用

確保措置）を講じる必要があること。 

①定年の引上げ  ②継続雇用制度の導入  ③定年の定めの廃止 

12．「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険の加入状況及び雇用保険の

適用の有無のほか、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に関する

事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰及び

制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設けている場合に記入することが

望ましいこと。 

「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」は、事業主が有期雇用労働者からの

苦情を含めた相談を受け付ける際の受付先を記入すること。 

13．各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で就業規則

を交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要しないこと。 

＊ この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様式どお

りとする必要はないこと。 
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（一般労働者用；日雇型） 

労働条件通知書 

                                                                年  月  日 

          殿 

事業場名称・所在地 

使 用 者 職 氏 名 

就 労 日 年   月   日 

就業の場所  

従事すべき 

業務の内容 

 

始業、終業の

時刻、休憩時

間、所定時間

外労働の有無

に関する事項 

１ 始業（   時   分） 終業（   時   分） 

２ 休憩時間（  ）分 

３ 所定時間外労働の有無（ 有、 無 ） 

 

賃   金 １ 基本賃金 イ 時間給（    円）、ロ 日給（     円） 

       ハ 出来高給（基本単価    円、保障給    円） 

       ニ その他（     円） 

２ 諸手当の額又は計算方法 

  イ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ロ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

  イ 所定時間外、法定超（  ）％、所定超（  ）％、 

  ロ 深夜（  ）％   
４ 賃金支払日（   ）－（就業当日・その他（      ）） 

      （   ）－（就業当日・その他（      ）） 

５ 賃金の支払方法（            ） 

 ６ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（   ））  

 

そ の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 厚生年金基金 その他（    ）） 

・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ） 

・その他 
 

 

※ 以上のほかは、当社就業規則による。 

※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。 
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【記載要領】 

１．労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成

し、本人に交付すること。 

交付の方法については、書面による交付のほか、労働者が希望する場合には、

ファクシミリを利用する送信の方法、電子メールその他のその受信をする者を特

定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信の方法（出力して書面を

作成できるものに限る）によっても明示することができる。 

２．各欄において複数項目の一つを選択する場合には、該当項目に○をつけること。 

３．破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付により明示することが労

働基準法により義務付けられている事項であること。また、労働者に負担させる

べきものに関する事項、安全及び衛生に関する事項、災害補償及び業務外の傷病

扶助に関する事項、表彰及び制裁に関する事項については、当該事項を制度とし

て設けている場合には口頭又は書面により明示する義務があること。 

  また、日雇の労働契約についても、労働契約の更新をする場合があるものは、

「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」を書面により明示すること

が労働基準法により義務付けられていること。 

４．「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、具体的かつ詳

細に記載すること。 

５．「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。 

・ 法定超えとなる所定時間外労働については２割５分、深夜労働については２

割５分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる場合については５割

以上の割増率とすること。 

・ 破線内の事項は、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。 

６．「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険の加入状況及び雇

用保険の適用の有無のほか、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及

び衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に

関する事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設け

ている場合に記入することが望ましいこと。 

また、労働契約を更新する場合があるものについては、「期間の定めのある労

働契約を更新する場合の基準」を記入すること。 
（参考） 労働契約法第１８条第１項の規定により、期間の定めがある労働契

約の契約期間が通算５年を超えるときは、労働者が申込みをすること

により、期間の定めのない労働契約に転換されるものであること。こ

の申込みの権利は契約期間の満了日まで行使できること。  
７．各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で

就業規則を交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要しな

いこと。 

 ＊ この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様

式どおりとする必要はないこと。 
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（短時間労働者用；常用、有期雇用型） 

労働条件通知書 

                                                                年  月  日 
          殿 

事業場名称・所在地 
使 用 者 職 氏 名 

契約期間 期間の定めなし、期間の定めあり（  年  月  日～  年  月  日） 
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入 
１ 契約の更新の有無 
 [自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（   ）] 
２ 契約の更新は次により判断する。 
  ・契約期間満了時の業務量   ・勤務成績、態度    ・能力 
  ・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況 

・その他（                              ） 
【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】 
無期転換申込権が発生しない期間： Ⅰ（高度専門）・Ⅱ（定年後の高齢者） 
Ⅰ 特定有期業務の開始から完了までの期間（   年  か月（上限10年）） 
Ⅱ 定年後引き続いて雇用されている期間 

就業の場所  

従事すべき 

業務の内容 

 
 

 【有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合】 
・特定有期業務（             開始日：    完了日：    ） 

始業、終業の

時刻、休憩時

間、就業時転

換((1)～(5)
のうち該当す 

るもの一つに

○を付けるこ

と。)、所定時

間外労働の有

無に関する事

項 

１ 始業・終業の時刻等 
 (1) 始業（   時   分） 終業（   時   分） 
 【以下のような制度が労働者に適用される場合】 
 (2) 変形労働時間制等；（  ）単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間の

組み合わせによる。 
    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 
    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 
    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 
  (3) ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。 

（ただし、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾑ（始業） 時 分から  時 分、 
（終業） 時 分から  時 分、 

                     ｺｱﾀｲﾑ         時 分から  時 分） 
 (4) 事業場外みなし労働時間制；始業（ 時 分）終業（ 時 分） 
 (5) 裁量労働制；始業（ 時 分） 終業（ 時 分）を基本とし、労働者の決定に委ね

る。 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条、第 条～第 条 
２ 休憩時間（  ）分 
３ 所定時間外労働の有無 

（ 有 （１週  時間、１か月  時間、１年  時間），無 ） 
４ 休日労働（ 有 （１か月  日、１年  日）， 無 ） 

休   日 
及び 

勤 務 日 

・定例日；毎週  曜日、国民の祝日、その他（         ） 
・非定例日；週・月当たり  日、その他（          ） 
・１年単位の変形労働時間制の場合－年間  日 
（勤務日） 

毎週（      ）、その他（      ） 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

休   暇 １ 年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合→     日 
         継続勤務６か月以内の年次有給休暇 （有・無） 
         → か月経過で  日 
         時間単位年休（有・無） 
２ 代替休暇（有・無） 
３ その他の休暇 有給（          ）無給（          ） 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

（次頁に続く）
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賃   金 １ 基本賃金 イ 月給（     円）、ロ 日給（     円） 

       ハ 時間給（    円）、 

       ニ 出来高給（基本単価    円、保障給    円） 

       ホ その他（     円） 

       ヘ 就業規則に規定されている賃金等級等 

 
２ 諸手当の額又は計算方法 

  イ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ロ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

    ハ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ニ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

    イ 所定時間外、法定超 月６０時間以内（   ）％ 

              月６０時間超 （   ）％ 

          所定超 （   ）％ 

  ロ 休日 法定休日（   ）％、法定外休日（   ）％ 

  ハ 深夜（   ）％ 

４ 賃金締切日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

５ 賃金支払日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

６ 賃金の支払方法（            ） 

 ７ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（   ）） 

８ 昇給（ 有（時期、金額等        ） ， 無 ） 

９ 賞与（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

10 退職金（ 有（時期、金額等      ） ， 無 ） 

 

 

退職に関す 

る事項 

１ 定年制 （ 有 （  歳） ， 無 ） 

２ 継続雇用制度（ 有（  歳まで） ， 無 ） 
３ 自己都合退職の手続（退職する  日以上前に届け出ること） 

４ 解雇の事由及び手続 

 

 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

そ の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 厚生年金基金 その他（    ）） 
・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ） 
・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 
  部署名       担当者職氏名        （連絡先         ） 
・その他 
 
・具体的に適用される就業規則名（         ） 
 
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。 
 労働契約法第18条の規定により、有期労働契約（平成25年4月1日以降に開始するも
の）の契約期間が通算５年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者か
ら申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない
労働契約に転換されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合
は、この「５年」という期間は、本通知書の「契約期間」欄に明示したとおりとなり
ます。 
 

※ 以上のほかは、当社就業規則による。 

※ 本通知書の交付は、労働基準法第１５条に基づく労働条件の明示及び短時間労働者及び有期雇用労働者の

雇用管理の改善等に関する法律第６条に基づく文書の交付を兼ねるものであること。 

※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。 
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【記載要領】 

１．労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成し、本人

に交付すること。 

交付の方法については、書面による交付のほか、労働者が希望する場合には、ファクシ

ミリを利用する送信の方法、電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝

達するために用いられる電気通信の送信の方法（出力して書面を作成できるものに限る）

によっても明示することができる。 

２．各欄において複数項目の一つを選択する場合には、該当項目に○をつけること。 

３．破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付により明示することが労働基準法

により義務付けられている事項であること。また、退職金に関する事項、臨時に支払わ

れる賃金等に関する事項、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に

関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表

彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項については、当該事項を制度として設けて

いる場合には口頭又は書面により明示する義務があること。 

４．労働契約期間については、労働基準法に定める範囲内とすること。 

また、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合には、契約の更新の有無

及び更新する場合又はしない場合の判断の基準（複数可）を明示すること。  
（参考） 労働契約法第１８条第１項の規定により、期間の定めがある労働契約の契約

期間が通算５年を超えるときは、労働者が申込みをすることにより、期間の定

めのない労働契約に転換されるものであること。この申込みの権利は契約期間

の満了日まで行使できること。  
５．「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、雇入れ直後のものを記

載することで足りるが、将来の就業場所や従事させる業務を併せ網羅的に明示すること

は差し支えないこと。 

  また、有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合は、同法に基づき認

定を受けた第一種計画に記載している特定有期業務（専門的知識等を必要とし、５年を

超える一定の期間内に完了することが予定されている業務）の内容並びに開始日及び完

了日も併せて記載すること。なお、特定有期業務の開始日及び完了日は、「契約期間」

の欄に記載する有期労働契約の開始日及び終了日とは必ずしも一致しないものであるこ

と。 

６．「始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定時間外労働の有無に関する事項」の

欄については、当該労働者に適用される具体的な条件を明示すること。また、変形労働

時間制、フレックスタイム制、裁量労働制等の適用がある場合には、次に留意して記載

すること。 

・変形労働時間制：適用する変形労働時間制の種類（１年単位、１か月単位等）を記載

すること。その際、交替制でない場合、「・交替制」を＝で抹消して

おくこと。 

・ フレックスタイム制：コアタイム又はフレキシブルタイムがある場合はその時間帯の

開始及び終了の時刻を記載すること。コアタイム及びフレキシブ

ルタイムがない場合、かっこ書きを＝で抹消しておくこと。 

・事業場外みなし労働時間制：所定の始業及び終業の時刻を記載すること。 

・裁量労働制：基本とする始業・終業時刻がない場合、「始業··········を基本とし、」の

部分を＝で抹消しておくこと。 

・交替制：シフト毎の始業・終業の時刻を記載すること。また、変形労働時間制でない

場合、「（  ）単位の変形労働時間制・」を＝で抹消しておくこと。 

７．「休日」の欄については、所定休日について曜日又は日を特定して記載すること。 
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８．「休暇」の欄については、年次有給休暇は６か月間勤続勤務し、その間の出勤率が８割

以上であるときに与えるものであり、その付与日数を記載すること。時間単位年休は、

労使協定を締結し、時間単位の年次有給休暇を付与するものであり、その制度の有無を

記載すること。代替休暇は、労使協定を締結し、法定超えとなる所定時間外労働が１箇

月６０時間を超える場合に、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払に代えて有給

の休暇を与えるものであり、その制度の有無を記載すること。 

また、その他の休暇については、制度がある場合に有給、無給別に休暇の種類、日数

（期間等）を記載すること。 

９．前記６、７及び８については、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合において

は、所定時間外労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時

刻、休日等に関する考え方を示した上、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項

名を網羅的に示すことで足りるものであること。 

10．「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。ただし、就業

規則に規定されている賃金等級等により賃金額を確定し得る場合、当該等級等を明確に

示すことで足りるものであること。 

・ 法定超えとなる所定時間外労働については２割５分、法定超えとなる所定時間 外

労働が１箇月６０時間を超える場合については５割、法定休日労働については３割５

分、深夜労働については２割５分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる

場合については５割、法定超えとなる所定時間外労働が１箇月６０時間を超え、かつ、

深夜労働となる場合については７割５分、法定休日労働が深夜労働となる場合につい

ては６割以上の割増率とすること。 

・ 破線内の事項は、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。 

11．「退職に関する事項」の欄については、退職の事由及び手続、解雇の事由等を具体的に

記載すること。この場合、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、

当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであ

ること。 

（参考） なお、定年制を設ける場合は、６０歳を下回ってはならないこと。 
また、６５歳未満の定年の定めをしている場合は，高年齢者の６５歳までの

安定した雇用を確保するため，次の①から③のいずれかの措置（高年齢者雇用

確保措置）を講じる必要があること。 

①定年の引上げ  ②継続雇用制度の導入  ③定年の定めの廃止 

12．「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険の加入状況及び雇用保険の

適用の有無のほか、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に関する

事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰及び

制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設けている場合に記入することが

望ましいこと。 

「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」は、事業主が有期雇用労働者からの

苦情を含めた相談を受け付ける際の受付先を記入すること。 

13．各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で就業規則

を交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要しないこと。 

 ＊ この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様式どお

りとする必要はないこと。 
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（派遣労働者用；常用、有期雇用型） 

労働条件通知書 

                                                                年  月  日 
          殿 

事業場名称・所在地 
使 用 者 職 氏 名 

契約期間 期間の定めなし、期間の定めあり（  年  月  日～  年  月  日） 
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入 
１ 契約の更新の有無 
 [自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（   ）] 
２ 契約の更新は次により判断する。 
  ・契約期間満了時の業務量   ・勤務成績、態度    ・能力 
  ・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況 

・その他（                              ） 
【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】 
無期転換申込権が発生しない期間： Ⅰ（高度専門）・Ⅱ（定年後の高齢者） 
Ⅰ 特定有期業務の開始から完了までの期間（   年  か月（上限10年）） 
Ⅱ 定年後引き続いて雇用されている期間 

就業の場所  

従事すべき 

業務の内容 

 

 

 【有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合】 
・特定有期業務（             開始日：    完了日：    ） 

始業、終業の

時刻、休憩時

間、就業時転

換((1)～(5)
のうち該当す 

るもの一つに

○を付けるこ

と。)、所定時

間外労働の有

無に関する事

項 

１ 始業・終業の時刻等 
 (1) 始業（   時   分） 終業（   時   分） 
 【以下のような制度が労働者に適用される場合】 
 (2) 変形労働時間制等；（  ）単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間の

組み合わせによる。 
    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 
    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 
    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 
  (3) ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。 

（ただし、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾑ（始業） 時 分から  時 分、 
（終業） 時 分から  時 分、 

                     ｺｱﾀｲﾑ         時 分から  時 分） 
 (4) 事業場外みなし労働時間制；始業（ 時 分）終業（ 時 分） 
 (5) 裁量労働制；始業（ 時 分） 終業（ 時 分）を基本とし、労働者の決定に委ね

る。 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条、第 条～第 条 
２ 休憩時間（  ）分 
３ 所定時間外労働の有無 

（ 有 （１週  時間、１か月  時間、１年  時間），無 ） 
４ 休日労働（ 有 （１か月  日、１年  日）， 無 ） 

休   日 
及び 

勤 務 日 

・定例日；毎週  曜日、国民の祝日、その他（         ） 
・非定例日；週・月当たり  日、その他（          ） 
・１年単位の変形労働時間制の場合－年間  日 
（勤務日） 

毎週（      ）、その他（      ） 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

休   暇 １ 年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合→     日 
         継続勤務６か月以内の年次有給休暇 （有・無） 
         → か月経過で  日 
         時間単位年休（有・無） 
２ 代替休暇（有・無） 
３ その他の休暇 有給（          ） 無給（          ） 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

（次頁に続く）
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賃   金 １ 基本賃金 イ 月給（     円）、ロ 日給（     円） 

       ハ 時間給（    円）、 

       ニ 出来高給（基本単価    円、保障給    円） 

       ホ その他（     円） 

       ヘ 就業規則に規定されている賃金等級等 

 
２ 諸手当の額又は計算方法 

  イ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ロ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

    ハ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ニ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

    イ 所定時間外、法定超 月６０時間以内（   ）％ 

              月６０時間超 （   ）％ 

          所定超 （   ）％ 

  ロ 休日 法定休日（   ）％、法定外休日（   ）％ 

  ハ 深夜（   ）％ 

４ 賃金締切日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

５ 賃金支払日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

６ 賃金の支払方法（            ） 

 ７ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（   ）） 

８ 昇給（ 有（時期、金額等        ） ， 無 ） 

９ 賞与（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

10 退職金（ 有（時期、金額等      ） ， 無 ） 

 

 

退職に関す 

る事項 

１ 定年制 （ 有 （  歳） ， 無 ） 

２ 継続雇用制度（ 有（  歳まで） ， 無 ） 
３ 自己都合退職の手続（退職する  日以上前に届け出ること） 

４ 解雇の事由及び手続 

 

 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

そ の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 厚生年金基金 その他（    ）） 
・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ） 
・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 
  部署名       担当者職氏名        （連絡先         ） 
・その他 
 
・具体的に適用される就業規則名（         ） 
 
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。 
 労働契約法第18条の規定により、有期労働契約（平成25年4月1日以降に開始するも
の）の契約期間が通算５年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者か
ら申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない
労働契約に転換されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合
は、この「５年」という期間は、本通知書の「契約期間」欄に明示したとおりとなり
ます。 
 

※ 以上のほかは、当社就業規則による。 

※ 登録型派遣労働者に対し、本通知書と就業条件明示書を同時に交付する場合、両者の記載事項のうち一致

事項について、一方を省略して差し支えないこと。 

※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。 
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【記載要領】 

１．労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成し、本人

に交付すること。 

交付の方法については、書面による交付のほか、労働者が希望する場合には、ファクシ

ミリを利用する送信の方法、電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝

達するために用いられる電気通信の送信の方法（出力して書面を作成できるものに限る）

によっても明示することができる。 

２．各欄において複数項目の一つを選択する場合には、該当項目に○をつけること。 

３．破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付により明示することが労働基準法

により義務付けられている事項であること。また、退職金に関する事項、臨時に支払わ

れる賃金等に関する事項、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に

関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表

彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項については、当該事項を制度として設けて

いる場合には口頭又は書面により明示する義務があること。 

４．労働契約期間については、労働基準法に定める範囲内とすること。 

また、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合には、契約の更新の有無

及び更新する場合又はしない場合の判断の基準（複数可）を明示すること。  
（参考） 労働契約法第１８条第１項の規定により、期間の定めがある労働契約の契約

期間が通算５年を超えるときは、労働者が申込みをすることにより、期間の定

めのない労働契約に転換されるものであること。この申込みの権利は契約期間

の満了日まで行使できること。  
５．「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、雇入れ直後のものを記

載することで足りるが、将来の就業場所や従事させる業務を併せ網羅的に明示すること

は差し支えないこと。 

  また、有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合は、同法に基づき認

定を受けた第一種計画に記載している特定有期業務（専門的知識等を必要とし、５年を

超える一定の期間内に完了することが予定されている業務）の内容並びに開始日及び完

了日も併せて記載すること。なお、特定有期業務の開始日及び完了日は、「契約期間」

の欄に記載する有期労働契約の開始日及び終了日とは必ずしも一致しないものであるこ

と。 

６．「始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定時間外労働の有無に関する事項」の

欄については、当該労働者に適用される具体的な条件を明示すること。また、変形労働

時間制、フレックスタイム制、裁量労働制等の適用がある場合には、次に留意して記載

すること。 

・変形労働時間制：適用する変形労働時間制の種類（１年単位、１か月単位等）を記載

すること。その際、交替制でない場合、「・交替制」を＝で抹消して

おくこと。 

・ フレックスタイム制：コアタイム又はフレキシブルタイムがある場合はその時間帯の

開始及び終了の時刻を記載すること。コアタイム及びフレキシブ

ルタイムがない場合、かっこ書きを＝で抹消しておくこと。 

・事業場外みなし労働時間制：所定の始業及び終業の時刻を記載すること。 

・裁量労働制：基本とする始業・終業時刻がない場合、「始業··········を基本とし、」の

部分を＝で抹消しておくこと。 

・交替制：シフト毎の始業・終業の時刻を記載すること。また、変形労働時間制でない

場合、「（  ）単位の変形労働時間制・」を＝で抹消しておくこと。 

７．「休日」の欄については、所定休日について曜日又は日を特定して記載すること。 
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８．「休暇」の欄については、年次有給休暇は６か月間勤続勤務し、その間の出勤率が８割

以上であるときに与えるものであり、その付与日数を記載すること。時間単位年休は、

労使協定を締結し、時間単位の年次有給休暇を付与するものであり、その制度の有無を

記載すること。代替休暇は、労使協定を締結し、法定超えとなる所定時間外労働が１箇

月６０時間を超える場合に、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払に代えて有給

の休暇を与えるものであり、その制度の有無を記載すること。 

また、その他の休暇については、制度がある場合に有給、無給別に休暇の種類、日数

（期間等）を記載すること。 

９．前記６、７及び８については、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合において

は、所定時間外労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時

刻、休日等に関する考え方を示した上、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項

名を網羅的に示すことで足りるものであること。 

10．「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。ただし、就業

規則に規定されている賃金等級等により賃金額を確定し得る場合、当該等級等を明確に

示すことで足りるものであること。 

・ 法定超えとなる所定時間外労働については２割５分、法定超えとなる所定時間 外

労働が１箇月６０時間を超える場合については５割、法定休日労働については３割５

分、深夜労働については２割５分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる

場合については５割、法定超えとなる所定時間外労働が１箇月６０時間を超え、かつ、

深夜労働となる場合については７割５分、法定休日労働が深夜労働となる場合につい

ては６割以上の割増率とすること。 

・ 破線内の事項は、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。 

11．「退職に関する事項」の欄については、退職の事由及び手続、解雇の事由等を具体的に

記載すること。この場合、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、

当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであ

ること。 

（参考） なお、定年制を設ける場合は、６０歳を下回ってはならないこと。 
また、６５歳未満の定年の定めをしている場合は，高年齢者の６５歳までの

安定した雇用を確保するため，次の①から③のいずれかの措置（高年齢者雇用

確保措置）を講じる必要があること。 

①定年の引上げ  ②継続雇用制度の導入  ③定年の定めの廃止 

12．「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険の加入状況及び雇用保険の

適用の有無のほか、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に関する

事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰及び

制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設けている場合に記入することが

望ましいこと。 

「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」は、事業主が有期雇用労働者からの

苦情を含めた相談を受け付ける際の受付先を記入すること。 

13．各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で就業規則

を交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要しないこと。 

 ＊ この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様式どお

りとする必要はないこと。 
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（派遣労働者用；日雇型） 

労働条件通知書 

                                                                年  月  日 

          殿 

事業場名称・所在地 

使 用 者 職 氏 名 

就 労 日 年   月   日 

就業の場所  

従事すべき 

業務の内容 

 

始業、終業の

時刻、休憩時

間、所定時間

外労働の有無

に関する事項 

１ 始業（   時   分） 終業（   時   分） 

２ 休憩時間（  ）分 

３ 所定時間外労働の有無（ 有 （  時間）、 無 ） 

 

賃   金 １ 基本賃金 イ 時間給（    円）、ロ 日給（     円） 

       ハ 出来高給（基本単価    円、保障給    円） 

       ニ その他（     円） 

２ 諸手当の額又は計算方法 

  イ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ロ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

  イ 所定時間外、法定超（  ）％、所定超（  ）％、 

  ロ 深夜（  ）％   
４ 賃金支払日（   ）－（就業当日・その他（      ）） 

      （   ）－（就業当日・その他（      ）） 

５ 賃金の支払方法（            ） 

 ６ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（   ））  

 

そ の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 厚生年金基金 その他（    ）） 

・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ） 
・具体的に適用される就業規則名（         ）  

・その他 
 

 

※ 以上のほかは、当社就業規則による。 

※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。 
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【記載要領】 

１．労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成

し、本人に交付すること。 

交付の方法については、書面による交付のほか、労働者が希望する場合には、

ファクシミリを利用する送信の方法、電子メールその他のその受信をする者を特

定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信の方法（出力して書面を

作成できるものに限る）によっても明示することができる。 

２．各欄において複数項目の一つを選択する場合には、該当項目に○をつけること。 

３．下線部、破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付により明示する

ことが労働基準法により義務付けられている事項であること。また、労働者に負

担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に関する事項、災害補償及び業務

外の傷病扶助に関する事項、表彰及び制裁に関する事項については、当該事項を

制度として設けている場合には口頭又は書面により明示する義務があること。 

  また、日雇の労働契約についても、労働契約の更新をする場合があるものは、

「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」を書面により明示すること

が労働基準法により義務付けられていること。 

４．「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、具体的かつ詳

細に記載すること。 

５．「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。 

・ 法定超えとなる所定時間外労働については２割５分、深夜労働については２

割５分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる場合については５割

以上の割増率とすること。 

・ 破線内の事項は、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。 

６．「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険の加入状況及び雇

用保険の適用の有無のほか、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及

び衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に

関する事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設け

ている場合に記入することが望ましいこと。 

また、労働契約を更新する場合があるものについては、「期間の定めのある労

働契約を更新する場合の基準」を記入すること。 
（参考） 労働契約法第１８条第１項の規定により、期間の定めがある労働契

約の契約期間が通算５年を超えるときは、労働者が申込みをすること

により、期間の定めのない労働契約に転換されるものであること。こ

の申込みの権利は契約期間の満了日まで行使できること。  
７．各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で

就業規則を交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要しな

いこと。 

 ＊ この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様

式どおりとする必要はないこと。 
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（建設労働者用；常用、有期雇用型） 

労働条件通知書 

                                                                年  月  日 
          殿 

事業主の氏名又は名称 
事業場名称・所在地 

         〔建設業許可番号         〕 
使 用 者 職 氏 名 
雇用管理責任者職氏名 

あなたを次の条件で雇い入れます。 

契約期間 期間の定めなし、期間の定めあり（  年  月  日～  年  月  日） 
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入 
１ 契約の更新の有無 
 [自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（   ）] 
２ 契約の更新は次により判断する。 
  ・契約期間満了時の業務量   ・勤務成績、態度    ・能力 
  ・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況 

・その他（                              ） 

【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】 
無期転換申込権が発生しない期間： Ⅰ（高度専門）・Ⅱ（定年後の高齢者） 
Ⅰ 特定有期業務の開始から完了までの期間（   年  か月（上限 10 年）） 
Ⅱ 定年後引き続いて雇用されている期間 

就業の場所  

従事すべき 

業務の内容 

 
 

 
【有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合】 
・特定有期業務（             開始日：    完了日：    ） 

始業、終業の

時刻、休憩時

間、就業時転

換((1)～(3)
のうち該当す 

るもの一つに

○を付けるこ

と。)、所定時

間外労働の有

無に関する事

項 

１ 始業・終業の時刻等 

 (1) 始業（   時   分） 終業（   時   分） 

 【以下のような制度が労働者に適用される場合】 

 (2) 変形労働時間制等；（  ）単位の変形労働時間制・交替制として、 

  次の勤務時間の組み合わせによる。 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

  (3) ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。 

（ただし、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾑ（始業） 時 分から  時 分、 
（終業） 時 分から  時 分、 

                     ｺｱﾀｲﾑ         時 分から  時 分） 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条、第 条～第 条 

２ 休憩時間（  ）分 

３ 所定時間外労働の有無（ 有、 無 ） 

休   日 ・定例日；毎週  曜日、国民の祝日、その他（         ） 
・非定例日；週・月当たり  日、その他（          ） 
・１年単位の変形労働時間制の場合－年間  日 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

休   暇 １ 年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合→     日 
         継続勤務６か月以内の年次有給休暇 （有・無） 
         → か月経過で  日 
         時間単位年休（有・無） 
２ 代替休暇（有・無） 
３ その他の休暇 有給（          ） 
         無給（          ） 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

（次頁に続く） 
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賃   金 １ 基本賃金 イ 月給（     円）、ロ 日給（     円） 
       ハ 時間給（    円）、 
       ニ 出来高給（基本単価    円、保障給    円） 
       ホ その他（     円） 
       ヘ 就業規則に規定されている賃金等級等 

 
２ 諸手当の額又は計算方法 
  イ（  手当    円 ／計算方法：           ） 
  ロ（  手当    円 ／計算方法：           ） 
    ハ（  手当    円 ／計算方法：           ） 
  ニ（  手当    円 ／計算方法：           ） 
３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 
    イ 所定時間外、法定超 月６０時間以内（   ）％ 
              月６０時間超 （   ）％ 
          所定超 （   ）％ 
  ロ 休日 法定休日（   ）％、法定外休日（   ）％ 
  ハ 深夜（   ）％ 
４ 賃金締切日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 
５ 賃金支払日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 
６ 賃金の支払方法（            ） 

 ７ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（   ）） 
８ 昇給（ 有（時期、金額等        ） ，  無 ） 
９ 賞与（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 
10 退職金（ 有（時期、金額等        ） ， 無 ） 

 

  

退職に関す 

る事項 

１ 定年制 （ 有 （  歳） ， 無 ） 

２ 継続雇用制度（ 有（  歳まで） ， 無 ） 
３ 自己都合退職の手続（退職する  日以上前に届け出ること） 

４ 解雇の事由及び手続 
 

 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

そ の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 厚生年金基金 その他（    ）） 

・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ） 

・ 中小企業退職金共済制度（建設退職共済制度を含む。） 
（加入している ， 加入していない） 

・寝具貸与 有（有料（    円）・無料）・無 
・食費（１日  円） 
・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 
  部署名       担当者職氏名        （連絡先         ） 
・その他（                         ）  
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。 
  
 労働契約法第18条の規定により、有期労働契約（平成25年4月1日以降に開始するも

の）の契約期間が通算５年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者か

ら申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない

労働契約に転換されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合

は、この「５年」という期間は、本通知書の「契約期間」欄に明示したとおりとなり

ます。 

 
※ 以上のほかは、当社就業規則による。 

※ ここに明示された労働条件が、入職後事実と相違することが判明した場合に、あなたが本契約を解除し、

１４日以内に帰郷するときは、必要な旅費を支給する。 

※ 本通知書の交付は、労働基準法第１５条に基づく労働条件の明示及び建設労働者の雇用の改善等に関する

法律第７条に基づく雇用に関する文書の交付を兼ねるものである。 

※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。 
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【記載要領】 

１．労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成し、本人

に交付すること。 

交付の方法については、書面による交付のほか、労働者が希望する場合には、ファクシ

ミリを利用する送信の方法、電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝

達するために用いられる電気通信の送信の方法（出力して書面を作成できるものに限る）

によっても明示することができる。 

２．各欄において複数項目の一つを選択する場合には、該当項目に○をつけること。 

３．破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付により明示することが労働基準法

により義務付けられている事項であること。また、退職金に関する事項、臨時に支払わ

れる賃金等に関する事項、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に

関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表

彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項については、当該事項を制度として設けて

いる場合には口頭又は書面により明示する義務があること。 

４．労働契約期間については、労働基準法に定める範囲内とすること。 

また、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合には、契約の更新の有無

及び更新する場合又はしない場合の判断の基準（複数可）を明示すること。  
（参考） 労働契約法第１８条第１項の規定により、期間の定めがある労働契約の契約

期間が通算５年を超えるときは、労働者が申込みをすることにより、期間の定

めのない労働契約に転換されるものであること。この申込みの権利は契約期間

の満了日まで行使できること。  
５．「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、雇入れ直後のものを記

載することで足りるが、将来の就業場所や従事させる業務を併せ網羅的に明示すること

は差し支えないこと。 

  また、有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合は、同法に基づき認

定を受けた第一種計画に記載している特定有期業務（専門的知識等を必要とし、５年を

超える一定の期間内に完了することが予定されている業務）の内容並びに開始日及び完

了日も併せて記載すること。なお、特定有期業務の開始日及び完了日は、「契約期間」

の欄に記載する有期労働契約の開始日及び終了日とは必ずしも一致しないものであるこ

と。 

６．「始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定時間外労働の有無に関する事項」の

欄については、当該労働者に適用される具体的な条件を明示すること。また、変形労働

時間制、フレックスタイム制、裁量労働制等の適用がある場合には、次に留意して記載

すること。 

・変形労働時間制：適用する変形労働時間制の種類（１年単位、１か月単位等）を記載

すること。その際、交替制でない場合、「・交替制」を＝で抹消して

おくこと。 

・ フレックスタイム制：コアタイム又はフレキシブルタイムがある場合はその時間帯の

開始及び終了の時刻を記載すること。コアタイム及びフレキシブ

ルタイムがない場合、かっこ書きを＝で抹消しておくこと。 

・事業場外みなし労働時間制：所定の始業及び終業の時刻を記載すること。 

・裁量労働制：基本とする始業・終業時刻がない場合、「始業··········を基本とし、」の

部分を＝で抹消しておくこと。 

・交替制：シフト毎の始業・終業の時刻を記載すること。また、変形労働時間制でない

場合、「（  ）単位の変形労働時間制・」を＝で抹消しておくこと。 

７．「休日」の欄については、所定休日について曜日又は日を特定して記載すること。 
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８．「休暇」の欄については、年次有給休暇は６か月間勤続勤務し、その間の出勤率が８割

以上であるときに与えるものであり、その付与日数を記載すること。時間単位年休は、

労使協定を締結し、時間単位の年次有給休暇を付与するものであり、その制度の有無を

記載すること。代替休暇は、労使協定を締結し、法定超えとなる所定時間外労働が１箇

月６０時間を超える場合に、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払に代えて有給

の休暇を与えるものであり、その制度の有無を記載すること。 

また、その他の休暇については、制度がある場合に有給、無給別に休暇の種類、日数

（期間等）を記載すること。 

９．前記６、７及び８については、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合において

は、所定時間外労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時

刻、休日等に関する考え方を示した上、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項

名を網羅的に示すことで足りるものであること。 

10．「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。ただし、就業

規則に規定されている賃金等級等により賃金額を確定し得る場合、当該等級等を明確に

示すことで足りるものであること。 

・ 法定超えとなる所定時間外労働については２割５分、法定超えとなる所定時間 外

労働が１箇月６０時間を超える場合については５割、法定休日労働については３割５

分、深夜労働については２割５分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる

場合については５割、法定超えとなる所定時間外労働が１箇月６０時間を超え、かつ、

深夜労働となる場合については７割５分、法定休日労働が深夜労働となる場合につい

ては６割以上の割増率とすること。 

・ 破線内の事項は、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。 

11．「退職に関する事項」の欄については、退職の事由及び手続、解雇の事由等を具体的に

記載すること。この場合、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、

当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであ

ること。 

（参考） なお、定年制を設ける場合は、６０歳を下回ってはならないこと。 
また、６５歳未満の定年の定めをしている場合は，高年齢者の６５歳までの

安定した雇用を確保するため，次の①から③のいずれかの措置（高年齢者雇用

確保措置）を講じる必要があること。 

①定年の引上げ  ②継続雇用制度の導入  ③定年の定めの廃止 

12．「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険の加入状況及び雇用保険の

適用の有無のほか、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に関する

事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰及び

制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設けている場合に記入することが

望ましいこと。 

「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」は、事業主が有期雇用労働者からの

苦情を含めた相談を受け付ける際の受付先を記入すること。 

13．各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で就業規則

を交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要しないこと。 

＊ この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様式どお

りとする必要はないこと。 
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（建設労働者用；日雇型） 

労働条件通知書 

                                                                年  月  日 

          殿 
事業主の氏名又は名称 
事業場名称・所在地 

         〔建設業許可番号         〕 
使 用 者 職 氏 名 
雇用管理責任者職氏名 

あなたを次の条件で雇い入れます。 

就 労 日 年   月   日 

就業の場所  

従事すべき 

業務の内容 

 

始業、終業の

時刻、休憩時

間、所定時間

外労働の有無

に関する事項 

１ 始業（   時   分） 終業（   時   分） 

２ 休憩時間（  ）分 

３ 所定時間外労働の有無（ 有、 無 ） 

 

賃   金 １ 基本賃金 イ 時間給（    円）、ロ 日給（     円） 

       ハ 出来高給（基本単価    円、保障給    円） 

       ニ その他（     円） 

２ 諸手当の額又は計算方法 

  イ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ロ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

  イ 所定時間外、法定超（  ）％、所定超（  ）％、 

  ロ 深夜（  ）％   
４ 賃金支払日（   ）－（就業当日・その他（      ）） 

      （   ）－（就業当日・その他（      ）） 

５ 賃金の支払方法（            ） 

 ６ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（   ））  

 

そ の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 厚生年金基金 その他（    ）） 

・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ） 

・ 中小企業退職金共済制度（建設退職共済制度を含む。） 
（加入している ， 加入していない） 

・寝具貸与 有（有料（    円）・無料）・無 
・食費（１日  円） 
・その他（                         ） 

※ 以上のほかは、当社就業規則による。 

※ ここに明示された労働条件が、入職後事実と相違することが判明した場合に、あなたが本契約を解除し、

１４日以内に帰郷するときは、必要な旅費を支給する。 

※ 本通知書の交付は、労働基準法第１５条に基づく労働条件の明示及び建設労働者の雇用の改善等に関する

法律第７条に基づく雇用に関する文書の交付を兼ねるものである。 

※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。 
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【記載要領】 

１．労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成

し、本人に交付すること。 

交付の方法については、書面による交付のほか、労働者が希望する場合には、

ファクシミリを利用する送信の方法、電子メールその他のその受信をする者を特

定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信の方法（出力して書面を

作成できるものに限る）によっても明示することができる。 

２． 各欄において複数項目の一つを選択する場合には、該当項目に○をつけること。 

３．破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付により明示することが労

働基準法により義務付けられている事項であること。また、労働者に負担させる

べきものに関する事項、安全及び衛生に関する事項、災害補償及び業務外の傷病

扶助に関する事項、表彰及び制裁に関する事項については、当該事項を制度とし

て設けている場合には口頭又は書面により明示する義務があること。 

  また、日雇の労働契約についても、労働契約の更新をする場合があるものは、

「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」を書面により明示すること

が労働基準法により義務付けられていること。 

４．「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、具体的かつ詳

細に記載すること。 

５．「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。 

・ 法定超えとなる所定時間外労働については２割５分、深夜労働については２

割５分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる場合については５割

以上の割増率とすること。 

・ 破線内の事項は、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。 

６．「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険、中小企業退職金

共済制度等の加入状況及び雇用保険の適用の有無のほか、労働者に負担させるべ

きものに関する事項、安全及び衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害

補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関

する事項等を制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。 

また、労働契約を更新する場合があるものについては、「期間の定めのある労

働契約を更新する場合の基準」を記入すること。 
（参考） 労働契約法第１８条第１項の規定により、期間の定めがある労働契

約の契約期間が通算５年を超えるときは、労働者が申込みをすること

により、期間の定めのない労働契約に転換されるものであること。こ

の申込みの権利は契約期間の満了日まで行使できること。  
７．各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で

就業規則を交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要しな

いこと。 

 ＊ この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様

式どおりとする必要はないこと。 
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（林業労働者用；常用、有期雇用型） 

労働条件通知書 

                                                                年  月  日 
          殿 

事業主の氏名又は名称 
事業場名称・所在地          
使 用 者 職 氏 名 
雇用管理責任者職氏名 

あなたを次の条件で雇い入れます。 

契約期間 期間の定めなし、期間の定めあり（  年  月  日～  年  月  日） 
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入 
１ 契約の更新の有無 
 [自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（   ）] 
２ 契約の更新は次により判断する。 
  ・契約期間満了時の業務量   ・勤務成績、態度    ・能力 
  ・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況 

・その他（                              ） 

【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】 
無期転換申込権が発生しない期間： Ⅰ（高度専門）・Ⅱ（定年後の高齢者） 
Ⅰ 特定有期業務の開始から完了までの期間（   年  か月（上限 10 年）） 
Ⅱ 定年後引き続いて雇用されている期間 

就業の場所  

従事すべき 

業務の内容 

 
 

 
【有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合】 
・特定有期業務（             開始日：    完了日：    ） 

始業、終業の

時刻、休憩時

間、就業時転

換((1)～(3)
のうち該当す 

るもの一つに

○を付けるこ

と。)、所定時

間外労働の有

無に関する事

項 

１ 始業・終業の時刻等 

 (1) 始業（   時   分） 終業（   時   分） 

 【以下のような制度が労働者に適用される場合】 

 (2) 変形労働時間制等；（  ）単位の変形労働時間制・交替制として、 

  次の勤務時間の組み合わせによる。 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

  (3) ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。 

（ただし、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾑ（始業） 時 分から  時 分、 
（終業） 時 分から  時 分、 

                     ｺｱﾀｲﾑ         時 分から  時 分） 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条、第 条～第 条 

２ 休憩時間（  ）分 

３ 所定時間外労働の有無（ 有、 無 ） 

休   日 ・定例日；毎週  曜日、国民の祝日、その他（         ） 

・非定例日；週・月当たり  日、その他（          ） 

・１年単位の変形労働時間制の場合－年間  日 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

休   暇 １ 年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合→     日 
         継続勤務６か月以内の年次有給休暇 （有・無） 
         → か月経過で  日 
         時間単位年休（有・無） 
２ 代替休暇（有・無） 
３ その他の休暇 有給（          ） 
         無給（          ） 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

（次頁に続く）
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賃   金 １ 基本賃金 イ 月給（     円）、ロ 日給（     円） 

       ハ 時間給（    円）、 

       ニ 出来高給（基本単価    円、保障給    円） 

       ホ その他（     円） 

       ヘ 就業規則に規定されている賃金等級等 

 
２ 諸手当の額又は計算方法 

  イ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ロ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

    ハ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ニ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

    イ 所定時間外、法定超 月６０時間以内（   ）％ 

              月６０時間超 （   ）％ 

          所定超 （   ）％ 

  ロ 休日 法定休日（   ）％、法定外休日（   ）％ 

  ハ 深夜（   ）％ 

４ 賃金締切日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

５ 賃金支払日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

６ 賃金の支払方法（            ） 

 ７ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（   ）） 

８ 昇給（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

９ 賞与（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

10 退職金（ 有（時期、金額等        ） ， 無 ） 

 

  

退職に関す 

る事項 

１ 定年制 （ 有 （  歳） ， 無 ） 

２ 継続雇用制度（ 有（  歳まで） ， 無 ）３ 自己都合退職の手続（退職する  日

以上前に届け出ること） 

４ 解雇の事由及び手続 

 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

そ の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 厚生年金基金 その他（    ）） 

・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ） 

・ 中小企業退職金共済制度（林業退職共済制度を含む。） 
（加入している ， 加入していない） 

・労働者持ちのチェーンソー等の損料；月額（       円） 
                  その他（      円） 
・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 
  部署名       担当者職氏名        （連絡先         ） 
・その他（                         ）  
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。 
 労働契約法第18条の規定により、有期労働契約（平成25年4月1日以降に開始するもの）

の契約期間が通算５年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者から申込

みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない労働契約

に転換されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合は、この「５

年」という期間は、本通知書の「契約期間」欄に明示したとおりとなります。 

※ 以上のほかは、当社就業規則による。 

※ 本通知書の交付は、労働基準法第１５条に基づく労働条件の明示及び林業労働力の確保の促進に関する 

法律第３１条に基づく雇用に関する文書の交付を兼ねるものである。 

※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。 
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【記載要領】 

１．労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成し、本人

に交付すること。 

交付の方法については、書面による交付のほか、労働者が希望する場合には、ファクシ

ミリを利用する送信の方法、電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝

達するために用いられる電気通信の送信の方法（出力して書面を作成できるものに限る）

によっても明示することができる。 

２．各欄において複数項目の一つを選択する場合には、該当項目に○をつけること。 

３．破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付により明示することが労働基準法

により義務付けられている事項であること。また、退職金に関する事項、臨時に支払わ

れる賃金等に関する事項、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に

関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表

彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項については、当該事項を制度として設けて

いる場合には口頭又は書面により明示する義務があること。 

４．労働契約期間については、労働基準法に定める範囲内とすること。 

また、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合には、契約の更新の有無

及び更新する場合又はしない場合の判断の基準（複数可）を明示すること。  
（参考） 労働契約法第１８条第１項の規定により、期間の定めがある労働契約の契約

期間が通算５年を超えるときは、労働者が申込みをすることにより、期間の定

めのない労働契約に転換されるものであること。この申込みの権利は契約期間

の満了日まで行使できること。  
５．「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、雇入れ直後のものを記

載することで足りるが、将来の就業場所や従事させる業務を併せ網羅的に明示すること

は差し支えないこと。 

  また、有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合は、同法に基づき認

定を受けた第一種計画に記載している特定有期業務（専門的知識等を必要とし、５年を

超える一定の期間内に完了することが予定されている業務）の内容並びに開始日及び完

了日も併せて記載すること。なお、特定有期業務の開始日及び完了日は、「契約期間」

の欄に記載する有期労働契約の開始日及び終了日とは必ずしも一致しないものであるこ

と。 

６．「始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定時間外労働の有無に関する事項」の

欄については、当該労働者に適用される具体的な条件を明示すること。また、変形労働

時間制、フレックスタイム制、裁量労働制等の適用がある場合には、次に留意して記載

すること。 

・変形労働時間制：適用する変形労働時間制の種類（１年単位、１か月単位等）を記載

すること。その際、交替制でない場合、「・交替制」を＝で抹消して

おくこと。 

・ フレックスタイム制：コアタイム又はフレキシブルタイムがある場合はその時間帯の

開始及び終了の時刻を記載すること。コアタイム及びフレキシブ

ルタイムがない場合、かっこ書きを＝で抹消しておくこと。 

・事業場外みなし労働時間制：所定の始業及び終業の時刻を記載すること。 

・裁量労働制：基本とする始業・終業時刻がない場合、「始業··········を基本とし、」の

部分を＝で抹消しておくこと。 

・交替制：シフト毎の始業・終業の時刻を記載すること。また、変形労働時間制でない

場合、「（  ）単位の変形労働時間制・」を＝で抹消しておくこと。 

７．「休日」の欄については、所定休日について曜日又は日を特定して記載すること。 
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８．「休暇」の欄については、年次有給休暇は６か月間勤続勤務し、その間の出勤率が８割

以上であるときに与えるものであり、その付与日数を記載すること。時間単位年休は、

労使協定を締結し、時間単位の年次有給休暇を付与するものであり、その制度の有無を

記載すること。代替休暇は、労使協定を締結し、法定超えとなる所定時間外労働が１箇

月６０時間を超える場合に、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払に代えて有給

の休暇を与えるものであり、その制度の有無を記載すること。 

また、その他の休暇については、制度がある場合に有給、無給別に休暇の種類、日数

（期間等）を記載すること。 

９．前記６、７及び８については、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合において

は、所定時間外労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時

刻、休日等に関する考え方を示した上、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項

名を網羅的に示すことで足りるものであること。 

10．「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。ただし、就業

規則に規定されている賃金等級等により賃金額を確定し得る場合、当該等級等を明確に

示すことで足りるものであること。 

・ 法定超えとなる所定時間外労働については２割５分、法定超えとなる所定時間 外

労働が１箇月６０時間を超える場合については５割、法定休日労働については３割５

分、深夜労働については２割５分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる

場合については５割、法定超えとなる所定時間外労働が１箇月６０時間を超え、かつ、

深夜労働となる場合については７割５分、法定休日労働が深夜労働となる場合につい

ては６割以上の割増率とすること。 

・ 破線内の事項は、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。 

11．「退職に関する事項」の欄については、退職の事由及び手続、解雇の事由等を具体的に

記載すること。この場合、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、

当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであ

ること。 

（参考） なお、定年制を設ける場合は、６０歳を下回ってはならないこと。 
また、６５歳未満の定年の定めをしている場合は，高年齢者の６５歳までの

安定した雇用を確保するため，次の①から③のいずれかの措置（高年齢者雇用

確保措置）を講じる必要があること。 

①定年の引上げ  ②継続雇用制度の導入  ③定年の定めの廃止 

12．「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険の加入状況及び雇用保険の

適用の有無のほか、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に関する

事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰及び

制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設けている場合に記入することが

望ましいこと。 

「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」は、事業主が有期雇用労働者からの

苦情を含めた相談を受け付ける際の受付先を記入すること。 

13．各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で就業規則

を交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要しないこと。 

 ＊ この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様式どお

りとする必要はないこと。 
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（林業労働者用；日雇型） 

労働条件通知書 

                                                                年  月  日 

          殿 
事業主の氏名又は名称 
事業場名称・所在地          
使 用 者 職 氏 名 
雇用管理責任者職氏名 

あなたを次の条件で雇い入れます。 

就 労 日 年   月   日 

就業の場所  

従事すべき 

業務の内容 

 

始業、終業の

時刻、休憩時

間、所定時間

外労働の有無

に関する事項 

１ 始業（   時   分） 終業（   時   分） 

２ 休憩時間（  ）分 

３ 所定時間外労働の有無（ 有、 無 ） 

 

賃   金 １ 基本賃金 イ 時間給（    円）、ロ 日給（     円） 

       ハ 出来高給（基本単価    円、保障給    円） 

       ニ その他（     円） 

２ 諸手当の額又は計算方法 

  イ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ロ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

  イ 所定時間外、法定超（  ）％、所定超（  ）％、 

  ロ 深夜（  ）％   
４ 賃金支払日（   ）－（就業当日・その他（      ）） 

      （   ）－（就業当日・その他（      ）） 

５ 賃金の支払方法（            ） 

 ６ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（   ））  

 

そ の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 厚生年金基金 その他（    ）） 

・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ） 

・ 中小企業退職金共済制度（建設退職共済制度を含む。） 
（加入している ， 加入していない） 

・労働者持ちのチェーンソー等の損料；月額（       円） 
                  その他（      円） 
・その他（                         ） 

※ 以上のほかは、当社就業規則による。 

 

※ 本通知書の交付は、労働基準法第１５条に基づく労働条件の明示及び林業労働力の確保の推進に関する 

法律第３１条に基づく雇用に関する文書の交付を兼ねるものである。 

※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。 
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【記載要領】 

１．労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成

し、本人に交付すること。 

交付の方法については、書面による交付のほか、労働者が希望する場合には、

ファクシミリを利用する送信の方法、電子メールその他のその受信をする者を特

定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信の方法（出力して書面を

作成できるものに限る）によっても明示することができる。 

２． 各欄において複数項目の一つを選択する場合には、該当項目に○をつけること。 

３．破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付により明示することが労

働基準法により義務付けられている事項であること。また、労働者に負担させる

べきものに関する事項、安全及び衛生に関する事項、災害補償及び業務外の傷病

扶助に関する事項、表彰及び制裁に関する事項については、当該事項を制度とし

て設けている場合には口頭又は書面により明示する義務があること。 

  また、日雇の労働契約についても、労働契約の更新をする場合があるものは、

「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」を書面により明示すること

が労働基準法により義務付けられていること。 

４．「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、具体的かつ詳

細に記載すること。 

５．「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。 

・ 法定超えとなる所定時間外労働については２割５分、深夜労働については２

割５分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる場合については５割

以上の割増率とすること。 

・ 破線内の事項は、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。 

６．「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険、中小企業退職金

共済制度等の加入状況及び雇用保険の適用の有無のほか、労働者に負担させるべ

きもの（労働者持ちのチェーンソー等の損料を含む）に関する事項、安全及び衛

生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関す

る事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設けてい

る場合に記入することが望ましいこと。 

また、労働契約を更新する場合があるものについては、「期間の定めのある労

働契約を更新する場合の基準」を記入すること。 
（参考） 労働契約法第１８条第１項の規定により、期間の定めがある労働契

約の契約期間が通算５年を超えるときは、労働者が申込みをすること

により、期間の定めのない労働契約に転換されるものであること。こ

の申込みの権利は契約期間の満了日まで行使できること。  
７．各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で

就業規則を交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要しな

いこと。 

 ＊ この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様

式どおりとする必要はないこと。 

 

 




